
★自転車安全運転五則を守って交通事故防止★

１ 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
基本は車両用の信号機に、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されてい

る場合はその信号機に従いましょう。

３ 夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走る時には、ライトを点灯させなければなりません。

４ 飲酒運転は禁止
令和６年11月に道路交通法が改正され、飲酒運転に対する罰則が強化されました。

酒酔い運転は５年の懲役又は100万円以下の罰金、酒気帯び運転は３年以下の懲役又

は50万円以下の罰金の対象となります。

５ ヘルメットを着用
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
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